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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年１１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年８月２６日（日） ００時３０分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市松島東方のカキ瀬 

 唐津市所在の加唐
か か ら

島港西防波堤灯台から真方位２８７°９８０ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°３５.３′ 東経１２９°５１.０′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート 粋
すい

、５トン未満 

 ２９０－５３２７９佐賀、有限会社久保工業 

 １０.７７ｍ×２.４０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１２９kＷ、平成１１年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録 日 平成１５年８月８日 

  免許証交付日 平成２０年１月３０日 

（平成２５年８月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に亀裂及び擦過傷、主機関が濡損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、加唐島北西岸付

近での釣りを終え、平成２４年８月２６日００時０５分ごろ、船長が

手動操舵により操船に当たり、唐津市名護屋
な ご や

漁港に向けて帰途につい

た。 

 本船は、船長が、操舵室右舷側の椅子に座り、時々、右舷側の窓か

ら顔を出して主に前方及び右舷方の見張りを行い、同乗者が、操舵室

左舷側の窓付近に立ち、時々、左舷側の窓から顔を出して主に左舷方

の見張りを行っていた。 

 船長は、加唐島北西岸で磯釣りをしている人達が点けた灯りを見な

がら、同島北西岸に沿って約４ノットの速力で南西進し、同島南方約

３海里にある名護屋漁港の街灯りが見え始めた頃、大きく左回頭を行

い、同漁港の街灯りを正船首より少し右舷方に見るようにして加唐島
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と唐津市松島の間の水道（以下「本件水道」という。）を南南東進し

た。 

 本船は、船長が、本件水道の松島東岸付近に２つの水上岩があるこ

とを知っており、そのうちの北側の水上岩（犬飼瀬）を視認し、犬飼

瀬を右舷側に約５０ｍ離して通過したのち、右舷側の窓から顔を出し

て同瀬の南東方に位置する水上岩（カキ瀬）に注意しながら航行し

た。 

 本船は、船長が、船首方の街灯りの見え具合からカキ瀬を右舷側に

約３０～４０ｍ離していると思い、目視による操船を続けていたとこ

ろ、００時３０分ごろカキ瀬に乗り揚げた。 

 船長は、損傷状況を確認したところ、船首部から浸水して機関室に

海水が入ってきたので、本船から降りて船首部を岩にロープで固定

し、海上保安部に通報した。 

 本船は、海上保安部が手配した水難救済会所属船により、排水作業

を行いながら、名護屋漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

月没時刻：００時０５分 

 その他の事項 

 

 船長は、モーターボートの操縦経験が約１５年あり、月に１回程度

釣りに出掛けており、本件水道については、数え切れないほど航行し

ていたが、夜間の航行経験は十数回であった。 

 本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターが装備されており、本事故

当時、船長がＧＰＳプロッターを作動させていた。 

 船長は、遠方まで釣りに出掛ける際、加唐島の東方又は松島の西方

を航行するため、加唐島の東方及び松島の西方については、ＧＰＳプ

ロッターに記録した過去の航跡に沿って操船していたものの、本件水

道については、過去の航跡を記録しておらず、本事故当時、ＧＰＳプ

ロッターを見ずに目視で操船していた。 

 船長は、釣り場を発進する頃、月が西に沈み、本件水道が松島の島

影で暗くなっており、犬飼瀬は平均水面上の高さが１０ｍの水上岩で

あったので、視認することができたものの、カキ瀬は平均水面上の高

さが２.１ｍの水上岩であり、本事故当時、視認することができなか

った。 

 本船の喫水は、本事故当時、船首約０.５４ｍ、船尾約０.９４ｍで

あった。 

 船長及び同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

あり 

なし 

あり 
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 判明した事項の解析  本船は、松島東方の本件水道を南南東進中、船長が、犬飼瀬を右舷

側に約５０ｍ離して通過後、船首方の街灯りの見え具合からカキ瀬を

右舷側に約３０～４０ｍ離しているものと思い込み、目視のみに頼り

操船を続けたことから、カキ瀬が見えず、カキ瀬に向けて航行するこ

ととなり、カキ瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ＧＰＳプロッターに本件水道における過去の航跡を記録し

ておらず、ＧＰＳプロッターを見ずに操船していたものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、松島東方の本件水道を南南東進中、船長

が目視のみに頼り操船を続けたため、カキ瀬が見えず、カキ瀬に向け

て航行することとなり、カキ瀬に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行に慣れた海域であっても、目視のみに頼らず、レーダーやＧ

ＰＳプロッターを活用して船位を確認すること。 

 




